
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
三
号

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
九
条

第
一
項
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
七
条
並
び
に
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
三
百
八
号
）
第
一
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
所

有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
三
条
）

第
二
章
　
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
及
び
管
理
の
適
正
化
の
た
め
の
特
別
の
措
置

第
一
節
　
地
域
福
利
増
進
事
業
の
実
施
の
た
め
の
措
置

第
一
款
　
地
域
福
利
増
進
事
業
の
実
施
の
準
備
（
第
四
条―

第
十
条
）

第
二
款
　
裁
定
に
よ
る
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
使
用
（
第
十
一
条―

第
三
十
三
条
）

第
二
節
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
又
は
使
用
に
関
す
る
土
地
収
用
法
の
特
例

第
一
款
　
収
用
適
格
事
業
の
た
め
の
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
又
は
使
用
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
四

条―

第
五
十
一
条
）

第
二
款
　
都
市
計
画
事
業
の
た
め
の
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
又
は
使
用
に
関
す
る
特
例
（
第
五
十
二

条
）

第
三
節
　
所
有
者
不
明
土
地
の
管
理
の
適
正
化
の
た
め
の
措
置
（
第
五
十
三
条
）

第
三
章
　
土
地
の
所
有
者
の
効
果
的
な
探
索
の
た
め
の
特
別
の
措
置
（
第
五
十
四
条―

第
五
十
七
条
）

第
四
章
　
所
有
者
不
明
土
地
利
用
円
滑
化
等
推
進
法
人
（
第
五
十
八
条
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
五
十
九
条
・
第
六
十
条
）

第
一
章
　
総
則

（
土
地
所
有
者
確
知
必
要
情
報
を
保
有
す
る
と
思
料
さ
れ
る
者
）

第
一
条
　
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一

条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
、
第
三
号
、
第
十

号
イ
並
び
に
第
十
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
令
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
並
び
に
令
第

八
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
令
第
九
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
令
第
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
措
置
（
市
町
村
長
が
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
国
の
行
政
機
関
の
長
若
し
く

は
地
方
公
共
団
体
の
長
（
以
下
「
国
の
行
政
機
関
の
長
等
」
と
い
う
。
）
が
法
第
四
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
若
し
く
は
第
五
項
（
第
四
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
令
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
）
に
よ
り
判
明
し
た
も
の
に
限
る
。

一
　
当
該
土
地
を
現
に
占
有
す
る
者

二
　
当
該
土
地
に
関
し
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
者

三
　
当
該
土
地
に
あ
る
物
件
に
関
し
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
有
す
る
者

四
　
令
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
措
置
を
と
っ
て
も
な
お
当
該
土
地
の
所
有
者
の
全
部
又
は
一
部
を
確
知
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置
の
対
象
者

五
　
当
該
土
地
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
市
町
村
の
長
（
当
該
土
地
が
特
別
区
の
区
域
内

に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
都
の
知
事
）

六
　
当
該
土
地
の
地
籍
調
査
票
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
都
道
府
県
の
知
事
又
は
市
町
村
の
長

七
　
当
該
土
地
が
農
地
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
農
地
台
帳
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
農
業
委
員
会
が
置

か
れ
て
い
る
市
町
村
の
長

八
　
当
該
土
地
が
森
林
の
土
地
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
林
地
台
帳
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
市
町
村

の
長

九
　
当
該
土
地
が
所
有
者
の
探
索
に
つ
い
て
特
別
の
事
情
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
土
地

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
者

十
　
当
該
土
地
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
親
族

ロ
　
当
該
土
地
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
日
本
の
国
籍
を
有
し
、
か
つ
、
外
国
に
住
所
を
有
す
る
と
思
料

さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
探
索
を
行
う
者
が
国
の
行
政
機
関
の
長
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
在
外
公
館

の
長

十
一
　
当
該
土
地
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
当
該
法
人
の
代
表
者

ロ
　
当
該
法
人
が
合
併
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
清
算
人
又
は
破
産
管

財
人

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
住
民
基
本
台
帳
、
戸
籍
簿
若
し
く
は
除
籍
簿
又
は
戸
籍
の
附

票
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
市
町
村
の
長

（
土
地
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
書
類
）

第
二
条
　
令
第
一
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
土
地
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
住
民
基
本
台
帳

ロ
　
戸
籍
簿
又
は
除
籍
簿

ハ
　
戸
籍
の
附
票

二
　
当
該
土
地
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
法
人
の
登
記
簿
（
当
該
法

人
が
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
認
可
地
縁

団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
）
第
二
十

一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
台
帳
）

２
　
令
第
一
条
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
土
地
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に

掲
げ
る
書
類

二
　
当
該
土
地
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
法
人
の
登
記
簿

（
土
地
の
所
有
者
を
特
定
す
る
た
め
の
措
置
）

第
三
条
　
令
第
一
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
　
当
該
土
地
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
（
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
を
含

む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
書
面
の
送
付

二
　
当
該
土
地
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
へ
の
訪
問

第
二
章
　
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
及
び
管
理
の
適
正
化
の
た
め
の
特
別
の
措
置

第
一
節
　
地
域
福
利
増
進
事
業
の
実
施
の
た
め
の
措
置

第
一
款
　
地
域
福
利
増
進
事
業
の
実
施
の
準
備

（
特
定
所
有
者
不
明
土
地
へ
の
立
入
り
等
の
許
可
の
申
請
手
続
）

第
四
条
　
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
立
入
許

可
申
請
書
を
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
事
業
の
種
別
（
法
第
二
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
別
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
十
九

条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

三
　
立
入
り
の
目
的

四
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
在
及
び
地
番

五
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
の
全
部
又
は
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情

六
　
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
期
間

２
　
前
項
の
立
入
許
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

二
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
の
探
索
の
過
程
に
お
い
て
得
ら
れ
た
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら

か
に
す
る
書
類

三
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
写
真

1



（
障
害
物
の
伐
採
等
の
許
可
の
申
請
手
続
）

第
五
条
　
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

伐
採
等
許
可
申
請
書
を
障
害
物
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
事
業
の
種
別

三
　
伐
採
等
の
目
的

四
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
在
及
び
地
番

五
　
障
害
物
の
種
類
及
び
数
量

六
　
障
害
物
の
確
知
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

七
　
伐
採
等
の
方
法
及
び
範
囲

八
　
伐
採
等
を
し
よ
う
と
す
る
期
間

２
　
前
項
の
伐
採
等
許
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

二
　
障
害
物
の
写
真

三
　
障
害
物
の
位
置
を
表
示
す
る
図
面

（
障
害
物
の
伐
採
等
の
公
告
及
び
通
知
の
方
法
）

第
六
条
　
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
又
は
都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
の
公
報
へ
の
掲
載
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
文
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
現
状
を
著
し
く
損
傷
し
な
い
場
合
の
障
害
物
の
伐
採
等
の
許
可
の
申
請
手
続
）

第
七
条
　
第
五
条
の
規
定
は
、
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
現
状
を
著
し
く
損
傷
し
な
い
場
合
の
障
害
物
の
伐
採
等
の
公
告
及
び
通
知
の
方
法
）

第
八
条
　
第
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
証
明
書
等
の
様
式
）

第
九
条
　
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
裁
決
申
請
書
の
様
式
）

第
十
条
　
令
第
七
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
款
　
裁
定
に
よ
る
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
使
用

（
物
件
所
有
者
確
知
必
要
情
報
を
保
有
す
る
と
思
料
さ
れ
る
者
）

第
十
一
条
　
令
第
八
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二

号
、
第
三
号
、
第
六
号
イ
並
び
に
第
七
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
令
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
、
令
第
八
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
令
第
九
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
に
よ
り
判

明
し
た
も
の
に
限
る
。

一
　
当
該
物
件
を
現
に
占
有
す
る
者

二
　
当
該
物
件
に
関
し
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
者

三
　
当
該
物
件
が
あ
る
土
地
に
関
し
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
有
す
る
者

四
　
令
第
八
条
第
五
号
に
規
定
す
る
措
置
を
と
っ
て
も
な
お
当
該
物
件
の
所
有
者
の
全
部
又
は
一
部
を
確
知
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置
の
対
象
者

五
　
当
該
物
件
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
百
四
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る

家
屋
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
市
町
村
の
長
（
当
該
物
件
が

特
別
区
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
都
の
知
事
）

六
　
当
該
物
件
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
親
族

ロ
　
当
該
物
件
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
日
本
の
国
籍
を
有
し
、
か
つ
、
外
国
に
住
所
を
有
す
る
と
思
料

さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
探
索
を
行
う
者
が
国
の
行
政
機
関
の
長
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
在
外
公
館

の
長

七
　
当
該
物
件
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
当
該
法
人
の
代
表
者

ロ
　
当
該
法
人
が
合
併
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
清
算
人
又
は
破
産
管

財
人

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
住
民
基
本
台
帳
、
戸
籍
簿
若
し
く
は
除
籍
簿
又
は
戸
籍
の
附

票
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
市
町
村
の
長

（
物
件
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
書
類
）

第
十
二
条
　
第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
令
第
八
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

２
　
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
第
八
条
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
物
件
の
所
有
者
を
特
定
す
る
た
め
の
措
置
）

第
十
三
条
　
第
三
条
の
規
定
は
、
令
第
八
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
裁
定
申
請
書
の
様
式
）

第
十
四
条
　
法
第
十
条
第
二
項
（
法
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
裁
定
申

請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
六
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
計
画
書
の
記
載
事
項
）

第
十
五
条
　
法
第
十
条
第
三
項
第
一
号
ヘ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
に
よ
り
整
備
す
る
施
設
の
工
事
の
開
始
及
び
完
了
の
予
定
時
期

二
　
法
第
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置
の
概
要

（
土
地
等
権
利
者
確
知
必
要
情
報
を
保
有
す
る
と
思
料
さ
れ
る
者
）

第
十
六
条
　
令
第
九
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号

ロ
及
び
ハ
、
第
二
号
ロ
及
び
ハ
、
第
四
号
イ
並
び
に
第
五
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
令
第
一
条
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
令
第
八
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
令
第
九
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

る
措
置
に
よ
り
判
明
し
た
も
の
に
限
る
。

一
　
当
該
土
地
に
関
し
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
者
の
探
索
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
当
該
土
地
を
現
に
占
有
す
る
者

ロ
　
当
該
土
地
の
所
有
者

ハ
　
当
該
土
地
に
あ
る
物
件
に
関
し
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
有
す
る
者

ニ
　
当
該
土
地
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
市
町
村
の
長
（
当
該
土
地
が
特
別
区
の
区
域

内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
都
の
知
事
）

ホ
　
当
該
土
地
が
農
地
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
農
地
台
帳
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
農
業
委
員
会
が

置
か
れ
て
い
る
市
町
村
の
長

二
　
当
該
土
地
に
あ
る
物
件
に
関
し
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
者
の
探
索
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
者

イ
　
当
該
物
件
を
現
に
占
有
す
る
者

ロ
　
当
該
物
件
の
所
有
者

ハ
　
当
該
土
地
に
関
し
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
有
す
る
者

三
　
令
第
九
条
第
五
号
に
規
定
す
る
措
置
を
と
っ
て
も
な
お
当
該
土
地
等
の
権
利
者
の
全
部
又
は
一
部
を
確
知
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置
の
対
象
者

四
　
当
該
土
地
等
の
権
利
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
親
族

ロ
　
当
該
土
地
等
の
権
利
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
日
本
の
国
籍
を
有
し
、
か
つ
、
外
国
に
住
所
を
有
す
る
と
思

料
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
探
索
を
行
う
者
が
国
の
行
政
機
関
の
長
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
在
外
公

館
の
長
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五
　
当
該
土
地
等
の
権
利
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
当
該
法
人
の
代
表
者

ロ
　
当
該
法
人
が
合
併
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
清
算
人
又
は
破
産
管

財
人

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
住
民
基
本
台
帳
、
戸
籍
簿
若
し
く
は
除
籍
簿
又
は
戸
籍
の
附

票
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
市
町
村
の
長

（
土
地
等
の
権
利
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
書
類
）

第
十
七
条
　
第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
令
第
九
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

２
　
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
第
九
条
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
土
地
等
の
権
利
者
を
特
定
す
る
た
め
の
措
置
）

第
十
八
条
　
第
三
条
の
規
定
は
、
令
第
九
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
裁
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
九
条
　
法
第
十
条
第
三
項
第
五
号
（
法
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
地
域
福
利
増
進
事
業
を
実
施
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
事
業
者
」
と
い
い
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

使
用
権
者
（
同
項
に
規
定
す
る
使
用
権
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
国
又
は

地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
事
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

二
　
事
業
を
実
施
す
る
区
域
（
以
下
「
事
業
区
域
」
と
い
う
。
）
を
表
示
す
る
図
面

三
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
（
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
使
用
権
設
定
土
地
（
同
項
に
規
定
す
る
使
用
権
設
定
土
地
を
い
う
。
第
二
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
測
平
面
図

四
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
の
探
索
の
過
程
に
お
い
て
得
ら
れ
た
法
第
十
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る

事
項
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

五
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
写
真

六
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
に
あ
る
物
件
が
簡
易
建
築
物
等
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
簡
易
建
築
物
等
を

い
う
。
）
の
う
ち
、
法
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
（
次
号
及
び
第
三
十
九
条
第

一
項
第
六
号
に
お
い
て
「
朽
廃
建
築
物
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項

第
五
号
に
お
い
て
「
簡
易
建
築
物
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
簡
易
建
築
物
の
種
類
、
構
造
及
び
床
面
積
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
当
該
簡
易
建
築
物
の
写
真

七
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
に
あ
る
物
件
が
朽
廃
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
朽
廃
建
築
物
の
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
当
該
朽
廃
建
築
物
の
建
築
時
か
ら
の
経
過
年
数
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

ハ
　
当
該
朽
廃
建
築
物
の
写
真

八
　
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
よ
る
道
路
の

整
備
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

長
期
に
わ
た
る
土
地
の
使
用
を
要
す
る
と
き
は
、
当
該
事
業
に
よ
り
整
備
す
る
施
設
と
同
種
の
施
設
が
そ
の
周

辺
の
地
域
に
お
い
て
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

九
　
事
業
計
画
を
表
示
す
る
図
面

十
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
に
あ
る
物
件
の
所
有
者
の
全
部
又
は
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お

い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
物
件
の
所
有
者
の
全
部
又
は
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
当
該
物
件
の
所
有
者
の
探
索
の
過
程
に
お
い
て
得
ら
れ
た
イ
に
規
定
す
る
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

十
一
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
等
の
権
利
者
（
土
地
又
は
当
該
土
地
に
あ
る
物
件
に
関
し
所
有
権
以
外
の
権
利
を

有
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
等
の
権
利
者
の
全
部
又
は
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
を
記
載
し
た

書
類

ロ
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
等
の
権
利
者
の
探
索
の
過
程
に
お
い
て
得
ら
れ
た
イ
に
規
定
す
る
事
情
を
明
ら
か

に
す
る
書
類

十
二
　
法
第
十
条
第
三
項
第
二
号
ホ
の
補
償
金
の
見
積
額
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

十
三
　
事
業
者
の
組
織
体
制
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

十
四
　
事
業
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
が
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
又
は
同
号
に
規
定
す
る

暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
し
な

い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

（
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
二
十
条
　
法
第
十
条
第
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
協
議
会
の
開
催
又
は
裁
定
申
請
に
係
る
事
業

計
画
の
案
及
び
当
該
案
に
対
す
る
住
民
の
意
見
の
提
出
方
法
、
提
出
期
限
、
提
出
先
そ
の
他
住
民
の
意
見
の
提
出

に
必
要
な
事
項
を
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
適
切
な
手
段
に
よ
り
住
民
に
周
知
す
る
方
法
と
す
る
。

（
裁
定
申
請
が
あ
っ
た
旨
等
の
公
告
の
方
法
）

第
二
十
一
条
　
法
第
十
一
条
第
四
項
（
法
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

公
告
は
、
都
道
府
県
の
公
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
ほ
か
、

都
道
府
県
知
事
が
そ
の
公
告
す
べ
き
内
容
を
事
業
区
域
内
の
適
当
な
場
所
に
掲
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
区
域
内
に
掲
示
し
て
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
業
区
域
の
付
近
に
こ

れ
を
掲
示
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
異
議
等
の
申
出
の
方
法
）

第
二
十
二
条
　
法
第
十
一
条
第
四
項
第
三
号
（
法
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
当
該
申
出
に
係
る
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
在
及
び
地
番

三
　
法
第
十
一
条
第
四
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
異
議
の
内

容
及
び
そ
の
理
由

四
　
法
第
十
一
条
第
四
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
所
有

者
不
明
土
地
の
所
有
者
で
あ
る
旨

（
公
告
事
項
）

第
二
十
三
条
　
法
第
十
一
条
第
四
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日

か
ら
二
月
以
内
に
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
な
い
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
が
法
第
十
三
条
第
一
項
の

裁
定
を
す
る
こ
と
が
あ
る
旨
と
す
る
。

２
　
法
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
一
条
第
四
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
な
い
と
き
は
、
都
道
府
県

知
事
が
法
第
十
九
条
第
三
項
の
裁
定
を
す
る
こ
と
が
あ
る
旨
と
す
る
。

（
裁
定
申
請
が
あ
っ
た
旨
の
通
知
の
方
法
）

第
二
十
四
条
　
法
第
十
一
条
第
五
項
（
法
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

通
知
は
、
文
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
裁
定
申
請
の
却
下
の
通
知
の
方
法
）

第
二
十
五
条
　
法
第
十
二
条
第
三
項
（
法
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

通
知
は
、
文
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
明
書
の
様
式
）

第
二
十
六
条
　
法
第
十
三
条
第
六
項
（
法
第
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
証

明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
七
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
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（
裁
定
の
公
告
の
方
法
）

第
二
十
七
条
　
法
第
十
四
条
（
法
第
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、

都
道
府
県
の
公
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
標
識
の
設
置
の
方
法
）

第
二
十
八
条
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
の
設
置
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
標
識
に
よ
り

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
使
用
権
設
定
土
地
が
地
域
福
利
増
進
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
旨

二
　
使
用
権
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
使
用
権
設
定
土
地
の
所
在
及
び
地
番

四
　
土
地
使
用
権
等
（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
使
用
権
等
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
始

期
（
物
件
所
有
権
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
物
件
所
有
権
を
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
取
得
の
時
期
。

次
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

五
　
土
地
等
使
用
権
（
法
第
十
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
土
地
等
使
用
権
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条

第
一
項
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
存
続
期
間
（
法
第
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の

規
定
に
よ
り
土
地
等
使
用
権
の
存
続
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
延
長
後
の
存
続
期
間
。
次

条
第
一
項
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

六
　
裁
定
を
担
当
し
た
都
道
府
県
の
部
局
の
名
称
及
び
連
絡
先

七
　
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
法
第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
罰
金
に

処
せ
ら
れ
る
旨

（
権
利
の
譲
渡
の
承
認
の
申
請
手
続
）

第
二
十
九
条
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
使
用
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
譲
渡
承
認
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
使
用
権
者
及
び
土
地
使
用
権
等
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
譲
受
人
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
事
業
の
種
別

三
　
譲
受
人
が
実
施
す
る
事
業
の
事
業
区
域

四
　
承
認
の
申
請
を
す
る
理
由

五
　
土
地
使
用
権
等
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
の
所
在
及
び
地
番
又
は
物
件
の
種
類
及
び
数
量

六
　
土
地
使
用
権
等
を
譲
り
渡
す
時
期

七
　
土
地
使
用
権
等
の
始
期

八
　
土
地
等
使
用
権
の
存
続
期
間

九
　
土
地
使
用
権
等
の
一
部
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
使
用
権
者
が
土
地
使
用
権
等
を
譲
り
渡

し
た
後
に
実
施
す
る
事
業
の
事
業
区
域

２
　
前
項
の
譲
渡
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
使
用
権
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
第
九
号
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
譲
受
人
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
七
号

及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
使
用
権
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

二
　
譲
受
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

三
　
譲
受
人
が
実
施
す
る
事
業
の
事
業
区
域
を
表
示
す
る
図
面

四
　
譲
受
人
が
実
施
す
る
事
業
の
事
業
計
画
書

五
　
譲
受
人
が
実
施
す
る
事
業
の
事
業
計
画
を
表
示
す
る
図
面

六
　
事
業
の
実
施
に
関
し
て
行
政
機
関
の
長
の
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

譲
受
人
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
当
該
行
政
機
関
の
長
の
意
見
書

七
　
譲
受
人
の
組
織
体
制
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

八
　
譲
受
人
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
が
暴
力
団
員
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る

書
類

九
　
土
地
使
用
権
等
の
一
部
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
使
用
権
者
が
土
地
使
用
権
等
を
譲
り
渡
し
た
後
に
実
施
す
る
事
業
の
事
業
区
域
を
表
示
す
る
図
面

ロ
　
使
用
権
者
が
土
地
使
用
権
等
を
譲
り
渡
し
た
後
に
実
施
す
る
事
業
の
事
業
計
画
書

ハ
　
使
用
権
者
が
土
地
使
用
権
等
を
譲
り
渡
し
た
後
に
実
施
す
る
事
業
の
事
業
計
画
を
表
示
す
る
図
面

ニ
　
使
用
権
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
が
暴
力
団
員
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
書
類

（
権
利
の
譲
渡
の
承
認
の
公
告
の
方
法
）

第
三
十
条
　
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
都
道
府
県
の
公
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
裁
定
の
取
消
し
の
公
告
の
方
法
）

第
三
十
一
条
　
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
都
道
府
県
の
公
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
証
明
書
の
様
式
）

第
三
十
二
条
　
法
第
二
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
八
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
三
条
　
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、

別
記
様
式
第
九
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
又
は
使
用
に
関
す
る
土
地
収
用
法
の
特
例

第
一
款
　
収
用
適
格
事
業
の
た
め
の
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
又
は
使
用
に
関
す
る
特
例

（
裁
定
申
請
書
の
様
式
）

第
三
十
四
条
　
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
裁
定
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
事
業
計
画
書
の
記
載
事
項
）

第
三
十
五
条
　
法
第
二
十
七
条
第
三
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
計
画
の
概
要

二
　
事
業
の
開
始
及
び
完
成
の
時
期

三
　
事
業
に
要
す
る
経
費
及
び
そ
の
財
源

四
　
事
業
の
施
行
を
必
要
と
す
る
公
益
上
の
理
由

五
　
収
用
又
は
使
用
の
別
を
明
ら
か
に
し
た
事
業
に
必
要
な
土
地
の
面
積
及
び
物
件
の
数
量
の
概
数
並
び
に
こ
れ

ら
を
必
要
と
す
る
理
由

六
　
起
業
地
（
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
起

業
地
を
い
う
。
第
三
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
事
業
に
用
い
る
こ
と
が
相
当
で
あ
り
、
又
は
土
地
の

適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
理
由

（
土
地
関
係
人
確
知
必
要
情
報
を
保
有
す
る
と
思
料
さ
れ
る
者
）

第
三
十
六
条
　
令
第
十
一
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第

一
号
ロ
及
び
ハ
、
第
二
号
ロ
及
び
ハ
、
第
三
号
ロ
及
び
ハ
、
第
五
号
イ
並
び
に
第
六
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
に

つ
い
て
は
、
令
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
令
第
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
に

よ
り
判
明
し
た
も
の
に
限
る
。

一
　
当
該
土
地
に
関
し
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
者
の
探
索
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
当
該
土
地
を
現
に
占
有
す
る
者

ロ
　
当
該
土
地
の
所
有
者

ハ
　
当
該
土
地
に
あ
る
物
件
に
関
し
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
有
す
る
者

ニ
　
当
該
土
地
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
市
町
村
の
長
（
当
該
土
地
が
特
別
区
の
区
域

内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
都
の
知
事
）

ホ
　
当
該
土
地
が
農
地
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
農
地
台
帳
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
農
業
委
員
会
が

置
か
れ
て
い
る
市
町
村
の
長

二
　
当
該
土
地
に
あ
る
物
件
の
所
有
者
の
探
索
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
当
該
物
件
を
現
に
占
有
す
る
者

ロ
　
当
該
物
件
に
関
し
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
者
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ハ
　
当
該
土
地
に
関
し
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
有
す
る
者

ニ
　
当
該
物
件
（
地
方
税
法
第
三
百
四
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
家
屋
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
固
定
資

産
課
税
台
帳
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
市
町
村
の
長
（
当
該
物
件
が
特
別
区
の
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
都
の
知
事
）

三
　
当
該
土
地
に
あ
る
物
件
に
関
し
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
者
の
探
索
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に

掲
げ
る
者

イ
　
当
該
物
件
を
現
に
占
有
す
る
者

ロ
　
当
該
物
件
の
所
有
者

ハ
　
当
該
土
地
に
関
し
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
有
す
る
者

四
　
令
第
十
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
措
置
を
と
っ
て
も
な
お
当
該
土
地
の
関
係
人
の
全
部
又
は
一
部
を
確
知
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
措
置
の
対
象
者

五
　
当
該
土
地
の
関
係
人
と
思
料
さ
れ
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
親
族

ロ
　
当
該
土
地
の
関
係
人
と
思
料
さ
れ
る
者
が
日
本
の
国
籍
を
有
し
、
か
つ
、
外
国
に
住
所
を
有
す
る
と
思
料

さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
探
索
を
行
う
者
が
国
の
行
政
機
関
の
長
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
在
外
公
館

の
長

六
　
当
該
土
地
の
関
係
人
と
思
料
さ
れ
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
当
該
法
人
の
代
表
者

ロ
　
当
該
法
人
が
合
併
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
清
算
人
又
は
破
産
管

財
人

ハ
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
住
民
基
本
台
帳
、
戸
籍
簿
若
し
く
は
除
籍
簿
又
は
戸
籍
の
附

票
を
備
え
る
と
思
料
さ
れ
る
市
町
村
の
長

（
土
地
の
関
係
人
と
思
料
さ
れ
る
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
書
類
）

第
三
十
七
条
　
第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
令
第
十
一
条
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

２
　
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
第
十
一
条
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
土
地
の
関
係
人
を
特
定
す
る
た
め
の
措
置
）

第
三
十
八
条
　
第
三
条
の
規
定
は
、
令
第
十
一
条
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
裁
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
三
十
九
条
　
法
第
二
十
七
条
第
三
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
起
業
者
（
土
地
収
用
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
起
業
者
を
い
う
。
第
四
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

二
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
実
測
平
面
図

三
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
の
探
索
の
過
程
に
お
い
て
得
ら
れ
た
法
第
二
十
七
条
第
二
項
第
四
号
に
掲

げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

四
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
写
真

五
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
に
あ
る
物
件
が
簡
易
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
簡
易
建
築
物
の
種
類
、
構
造
及
び
床
面
積
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
当
該
簡
易
建
築
物
の
写
真

六
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
に
あ
る
物
件
が
朽
廃
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
朽
廃
建
築
物
の
損
傷
、
腐
食
そ
の
他
の
劣
化
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

ロ
　
当
該
朽
廃
建
築
物
の
建
築
時
か
ら
の
経
過
年
数
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

ハ
　
当
該
朽
廃
建
築
物
の
写
真

七
　
起
業
地
を
表
示
す
る
図
面

八
　
事
業
計
画
を
表
示
す
る
図
面

九
　
第
三
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
を
説
明
す
る
書
類
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
書
類

十
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
関
係
人
の
全
部
又
は
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
次

に
掲
げ
る
書
類

イ
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
関
係
人
の
全
部
又
は
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
を
記
載
し
た

書
類

ロ
　
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
関
係
人
の
探
索
の
過
程
に
お
い
て
得
ら
れ
た
イ
に
規
定
す
る
事
情
を
明
ら
か
に

す
る
書
類

十
一
　
法
第
二
十
七
条
第
三
項
第
二
号
ホ
の
補
償
金
の
見
積
額
の
積
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

２
　
前
項
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
、
符
号
は
、
国
土
地
理
院
発
行
の
五
万

分
の
一
の
地
形
図
の
図
式
に
よ
り
、
こ
れ
に
な
い
も
の
は
適
宜
の
も
の
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
縮
尺
二
万
五
千
分
の
一
（
二
万
五
千
分
の
一
が
な
い
場
合
は
五
万
分
の
一
）
の
一
般
図
に
よ
っ
て
起
業
地
の

位
置
を
示
す
こ
と
。

二
　
縮
尺
百
分
の
一
か
ら
三
千
分
の
一
程
度
ま
で
の
間
で
、
起
業
地
を
表
示
す
る
に
便
利
な
適
宜
の
縮
尺
の
地
形

図
に
よ
っ
て
起
業
地
を
収
用
の
部
分
は
薄
い
黄
色
で
、
使
用
の
部
分
は
薄
い
緑
色
で
着
色
し
、
起
業
地
内
に
物

件
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
主
要
な
も
の
を
図
示
す
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
縮
尺
百
分
の
一
か
ら
三
千
分
の
一
程
度
ま
で
の
も
の
で
、
施
設
の
位
置
を

明
ら
か
に
図
示
す
る
も
の
と
し
、
施
設
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
に
足
り
る
平
面
図
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
裁
定
申
請
が
あ
っ
た
旨
等
の
公
告
の
方
法
）

第
四
十
条
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
都
道
府
県
の
公
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
異
議
等
の
申
出
の
方
法
）

第
四
十
一
条
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
出
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
当
該
申
出
に
係
る
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
所
在
及
び
地
番

三
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
異
議
の

内
容
及
び
そ
の
理
由

四
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
所

有
者
不
明
土
地
の
所
有
者
で
あ
る
旨

（
公
告
事
項
）

第
四
十
二
条
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の

日
か
ら
二
週
間
以
内
に
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
な
い
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
が
法
第
三
十
二
条
第

一
項
の
裁
定
を
す
る
こ
と
が
あ
る
旨
と
す
る
。

（
裁
定
申
請
が
あ
っ
た
旨
の
通
知
の
方
法
）

第
四
十
三
条
　
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
文
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
裁
定
申
請
の
却
下
の
通
知
の
方
法
）

第
四
十
四
条
　
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
文
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
裁
定
手
続
開
始
の
決
定
の
通
知
）

第
四
十
五
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
裁
定
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
と
き
は
、

直
ち
に
、
そ
の
旨
を
起
業
者
に
文
書
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
裁
定
手
続
開
始
の
決
定
の
公
告
の
方
法
）

第
四
十
六
条
　
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
都
道
府
県
の
公
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
証
明
書
の
様
式
）

第
四
十
七
条
　
法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、

別
記
様
式
第
十
一
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
裁
定
の
公
告
の
方
法
）

第
四
十
八
条
　
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
都
道
府
県
の
公
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用

そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
担
保
の
取
得
及
び
取
戻
し
に
関
す
る
手
続
）

第
四
十
九
条
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
収
用
法
第
八
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
十
三
条
第
七
項
の
担
保
の
取
得
及
び
取
戻
し
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
土
地
収
用
法
施
行
規
則

（
昭
和
二
十
六
年
建
設
省
令
第
三
十
三
号
）
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
令
第
十
九
条
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
収
用
委
員
会
」

と
あ
り
、
並
び
に
同
令
第
二
十
条
第
二
項
中
「
収
用
委
員
会
の
会
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
請
求
書
及
び
要
求
書
の
記
載
事
項
）

第
五
十
条
　
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
収
用
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
件
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
件
の
移
転
料
の
見
積
額

ハ
　
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
件
に
相
当
す
る
も
の
を
取
得
す
る
の
に
要
す
る
価
格
の
見
積
額

二
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
収
用
法
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
求
を
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
由

三
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
収
用
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
求
を
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
件
の
種
類
及
び
数
量

ロ
　
要
求
の
理
由

（
証
明
書
の
様
式
）

第
五
十
一
条
　
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、

別
記
様
式
第
十
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
款
　
都
市
計
画
事
業
の
た
め
の
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
又
は
使
用
に
関
す
る
特
例

第
五
十
二
条
　
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
三
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
五
条
第
六
号
中
「
起

業
地
（
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
起
業
地
を

い
う
。
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
地
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
に

規
定
す
る
事
業
地
を
い
う
。
」
と
、
第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
起
業
者
（
土
地
収
用
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
起
業
者
を
い
う
。
」
と
あ
る
の
は
「
施
行
者
（
都
市
計
画
法
第
四
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
施
行
者
を
い
う
。
」

と
、
同
項
第
一
号
及
び
第
四
十
五
条
中
「
起
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
施
行
者
」
と
、
第
三
十
九
条
第
一
項
第
六
号

並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
起
業
地
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
地
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
裁
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
節
　
所
有
者
不
明
土
地
の
管
理
の
適
正
化
の
た
め
の
措
置

第
五
十
三
条
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、

別
記
様
式
第
十
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
　
土
地
の
所
有
者
の
効
果
的
な
探
索
の
た
め
の
特
別
の
措
置

（
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
）

第
五
十
四
条
　
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
本
籍
、
出
生
の
年
月
日
、
死
亡
の
年

月
日
及
び
連
絡
先
と
す
る
。

（
都
道
府
県
知
事
等
に
対
す
る
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
の
請
求
手
続
）

第
五
十
五
条
　
法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
の
求
め
を
し
よ
う
と
す
る

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
市
町
村
長
が
法
第
三
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
行
う
た
め
当
該
勧
告
に
係
る
土
地
の
土
地
所
有
者
等
（
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
土
地
所
有
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
当
該
求
め
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

又
は
国
の
行
政
機
関
の
長
等
が
法
第
四
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
五
項
（
第
四
項
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
う
た
め
当
該
請
求
に
係
る
土
地
の
土
地
所
有
者
等
を
知
る
必
要
が
あ
る

と
し
て
当
該
求
め
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
記
載
し
た
情
報

提
供
請
求
書
を
土
地
所
有
者
等
を
知
る
必
要
が
あ
る
土
地
（
以
下
「
対
象
土
地
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
対
象
土
地
の
所
在
及
び
地
番

三
　
事
業
の
種
類
及
び
内
容

四
　
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
を
求
め
る
理
由

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

２
　
前
項
の
情
報
提
供
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
請
求
者
が
国
の
行
政
機
関
の
長
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

二
　
対
象
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書

三
　
事
業
の
実
施
に
関
し
て
行
政
機
関
の
長
の
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
当
該
行
政
機
関
の
長
の
意
見
書

四
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
を
実
施
す
る
意
思
を
有
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

五
　
土
地
所
有
者
等
の
探
索
の
過
程
に
お
い
て
得
ら
れ
た
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

六
　
請
求
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
が
暴
力
団
員
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る

書
類

（
土
地
所
有
者
等
を
知
る
必
要
性
を
証
す
る
書
面
の
交
付
）

第
五
十
六
条
　
地
域
福
利
増
進
事
業
等
（
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
福
利
増
進
事
業
等
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
及
び
第
五
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
施
の
準
備
の
た
め
当
該
地
域
福
利
増
進
事
業
等
を
実
施
し

よ
う
と
す
る
区
域
内
の
土
地
の
土
地
所
有
者
等
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
の

求
め
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
国
の
行
政
機
関
の
長
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）

は
、
そ
の
必
要
性
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
対
象
土
地
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
の
求
め
を
し
よ
う
と
す
る
請
求
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
交
付

請
求
書
を
対
象
土
地
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
対
象
土
地
の
所
在
及
び
地
番

三
　
事
業
の
種
類
及
び
内
容

四
　
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
を
求
め
る
理
由

五
　
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
を
求
め
る
た
め
に
必
要
な
氏
名
及
び
本
籍
又
は
住
所

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

３
　
前
項
の
交
付
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

二
　
対
象
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書

三
　
事
業
の
実
施
に
関
し
て
行
政
機
関
の
長
の
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
当
該
行
政
機
関
の
長
の
意
見
書

四
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
を
実
施
す
る
意
思
を
有
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

五
　
土
地
所
有
者
等
の
探
索
の
過
程
に
お
い
て
得
ら
れ
た
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

六
　
請
求
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
が
暴
力
団
員
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る

書
類

（
土
地
に
工
作
物
を
設
置
し
て
い
る
者
等
に
対
す
る
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
の
請
求
手
続
）

第
五
十
七
条
　
法
第
四
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
の
求
め
を
し
よ
う
と
す
る

国
の
行
政
機
関
の
長
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
市
町
村
長
が
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
行

う
た
め
当
該
勧
告
に
係
る
土
地
の
土
地
所
有
者
等
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
当
該
求
め
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
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又
は
国
の
行
政
機
関
の
長
等
が
法
第
四
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
五
項
（
第
四
項
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
う
た
め
当
該
請
求
に
係
る
土
地
の
土
地
所
有
者
等
を
知
る
必
要
が
あ
る

と
し
て
当
該
求
め
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
記
載
し
た
情
報

提
供
請
求
書
を
対
象
土
地
に
工
作
物
を
設
置
し
て
い
る
者
そ
の
他
の
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
求
め
を
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
名
称

二
　
対
象
土
地
の
所
在
及
び
地
番

三
　
事
業
の
種
類
及
び
内
容

四
　
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
を
求
め
る
理
由

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
土
地
所
有
者
等
関
連
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

２
　
前
項
の
情
報
提
供
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
対
象
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書

二
　
土
地
所
有
者
等
の
探
索
の
過
程
に
お
い
て
得
ら
れ
た
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

第
四
章
　
所
有
者
不
明
土
地
利
用
円
滑
化
等
推
進
法
人

（
所
有
者
不
明
土
地
対
策
計
画
の
作
成
等
の
提
案
）

第
五
十
八
条
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
有
者
不
明
土
地
対
策
計
画
の
作
成
又
は
変
更
の
提
案
を
行

お
う
と
す
る
所
有
者
不
明
土
地
利
用
円
滑
化
等
推
進
法
人
は
、
そ
の
名
称
又
は
商
号
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
を
記
載
し
た
提
案
書
に
当
該
提
案
に
係
る
所
有
者
不
明
土
地
対
策
計
画
の
素
案
を
添
え
て
、
市
町
村
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章
　
雑
則

（
職
員
の
派
遣
の
要
請
手
続
）

第
五
十
九
条
　
法
第
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
派
遣
の
要
請
を
し
よ
う
と
す
る
都
道
府

県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
地
域
福
利
増
進
事
業
等

の
実
施
の
準
備
の
た
め
そ
の
職
員
に
土
地
所
有
者
等
の
探
索
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
と
き
に
当
該
要
請
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）
を
記
載
し
た
職
員
派
遣
要
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
の
種
類
及
び
内
容

二
　
派
遣
を
要
請
す
る
理
由

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
派
遣
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

（
権
限
の
委
任
）

第
六
十
条
　
法
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
整
備
局
長
及
び
北

海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
一
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
四
月
二
五
日
国
土
交
通
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
一
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
七
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ

を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則

第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
九
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
九
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記
様
式
第
一
（
第
九
条
関
係
）

別記様式第一(第九条関係) 

表 

 第   号 

身 分 証 明 書 

 

住 所             

氏 名             

 

 上記の者は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第6条の規定により、 

地域福利増進事業を実施しようとする者の 
命令 

委任 
に基づいて、特定所有者不明土地及び 

当該特定所有者不明土地にある工作物に立ち入ることができる者であることを証する。 

 

   年  月  日 

 

 地域福利増進事業を実施しようとする者の氏名又は名称            印 

裏 

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(抜粋) 

第六条 地域福利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地(特定所

有者不明土地に限る。次条第一項及び第八条第一項において同じ。)又は当該土地にあ

る簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、そ

の必要の限度において、当該土地又は工作物に、自ら立ち入り、又はその命じた者若し

くは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、地域福利増進事業を実施しよう

とする者が国及び地方公共団体以外の者であるときは、あらかじめ、国土交通省令で定

めるところにより、当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた場合に限

る。 

第八条 第六条の規定により他人の土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を

示す証明書(国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条

ただし書の許可を受けたことを証する書面)を携帯しなければならない。 

3 前二項の証明書又は書面は、関係者の請求があったときは、これを提示しなければな

らない。 

 備考 

  不要の部分は消すこと。 

別
記
様
式
第
二
（
第
九
条
関
係
）

別記様式第二（第九条関係）（平31国交令35・追加） 第号 立入許可証 住所 氏名又は名称 上記の者は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第6条の規定により、下記のとおり土地及び工作物に立ち入ることができる者であることを証する。 記 1．地域福利増進事業の種別 2．立入りの目的 3．立ち入ることができる土地及び工作物の所在及び地番 4．立ち入ることができる期間 年月日 都道府県知事印 備考 1．「立入りの目的」については、測量、地質調査等のようにその内容を簡単に記載すること。 2．「立ち入ることができる土地及び工作物の所在及び地番」については、登記簿の記録によること。ただし、登記簿に記録がないとき等で登記簿によることが適当でないときは、郡、市、区、町村、大字及び字の名称によること。 3．不要の部分は消すこと。  
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別
記
様
式
第
三
（
第
九
条
関
係
）

別記様式第三（第九条関係）（平31国交令35・追加） 表 第号 身分証明書 住所 氏名 上記の者は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第7条第1項 第3項 の規定により、地域福利増進事業を実施しようとする者の命令 委任 に基づいて、障害物の伐採等をすることができる者であることを証する。 年月日 地域福利増進事業を実施しようとする者の氏名又は名称印 裏 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（抜粋） 第七条前条の規定により他人の土地又は工作物に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物又は垣、柵その他の工作物（以下「障害物」という。）の伐採又は除去（以下「伐採等」という。）をしようとするときは、国士交通省令で定めるところにより当該障害物の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて、伐採等をすることができる。この場合において、都道府県知事は、許可を与えようとするときは、あらかじめ、当該障害物の確知所有者（所有者で知れているものをいう。以下同じ。）に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。 3第一項の規定により障害物の伐採等をしようとする者は、その現状を著しく損傷しないときは、前二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより当該障害物の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて、直ちに伐採等をすることができる。この場合においては、伐採等をした後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、公告するとともに、当該障害物の確知所有者に通知しなければならない。 第八条 2前条第一項又は第三項の規定により障害物の伐採等をしようとする者は、その身分を示す証明書及び同条第一項又は第三項の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。 3前二項の証明書又は書面は、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 備考 不要の部分は消すこと。 
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別
記
様
式
第
四
（
第
九
条
関
係
）

別記様式第四（第九条関係）（平31国交令35・追加） 第号 伐採等許可証 住所 氏名又は名称 上記の者は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第7条第1項 第3項 の規定により、下記のとおり障害物の伐採等をすることができる者であることを証する。 記 1．地域福利増進事業の種別 2．伐採等の目的 3．特定所有者不明土地の所在及び地番 4．障害物の種類及び数量 5．障害物の確知所有者の氏名又は名称 6．伐採等の方法及び範囲 7．伐採等の期間 年月日 都道府県知事印 備考 1．「伐採等の目的」については、測量、地質調査等のようにその内容を簡単に記載すること。 2．「特定所有者不明土地の所在及び地番」については、登記簿の記録によること。ただし、登記簿に記録がないとき等で登記簿によることが適当でないときは、郡、市、区、町村、大字及び字の名称によること。 3．不要の部分は消すこと。  

別
記
様
式
第
五
（
第
十
条
関
係
）

別記様式第五（第十条関係）（平31国交令35・追加、令2国交令98・一部改正） 裁決申請書 年月日 収用委員会御中 裁決申請者住所 氏名又は名称 相手方住所 氏名又は名称 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第9条第3項の規定により、下記のとおり土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請します。 記 1．地域福利増進事業の種別 2．損失の事実 3．損失の補償の見積り及びその内訳 4．協議の経過 裁決申請者住所 氏名又は名称 備考 1．「相手方の氏名又は名称及び住所」については、確知することができない場合は、記載することを要しない。 2．「損失の事実」については、発生の場所、時期を併せて記載すること。 3．「損失の補償の見積り及びその内訳」については、積算の基礎を明らかにすること。 4．「協議の経過」については、経過の説明のほかに、協議が成立しない事情を明らかにすること。  
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別
記
様
式
第
六
（
第
十
四
条
関
係
）

別記様式第六（第十四条関係）（平31国交令35・追加、令2国交令98・一部改正） 裁定申請書 年月日 都道府県知事殿 住所 氏名又は名称 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第10条第1項 第19条第1項 の規定により、下記のとおり土地使用権等の取得 土地等使用権の存続期間の延長 についての裁定を申請します。 記 1．地域福利増進事業の種別 2．事業区域 3．裁定申請をする理由 4．特定所有者不明土地 使用権設定土地 の所在、地番、地目及び地積 5．特定所有者不明土地 使用権設定土地 の所有者の全部又は一部を確知することができない事情 6．土地使用権等の始期（物件所有権にあっては、その取得の時期） 7．土地等使用権の存続期間 存続期間を延長する期間及び当該延長後の存続期間 備考 不要の部分は消すこと。  

別
記
様
式
第
七
（
第
二
十
六
条
関
係
）

別記様式第七(第二十六条関係) 

表 

 第   号 

身 分 証 明 書 

 

住 所           

職名及び氏名           

 上記の者は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 

第 13 条 第 5 項 

第19条第4項において準用する第13条第5項 
の規定により、裁定申請に係る特定所有者不 

明土地及び当該特定所有者不明土地にある工作物への立入調査をすることができる者で

あることを証する。 

 

   年  月  日 

収用委員会        印  

裏 

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(抜粋) 

第十三条 都道府県知事は、前条第一項又は第二項の規定により裁定申請を却下する場合

を除き、裁定申請をした事業者が土地使用権等を取得することが当該裁定申請に係る事

業を実施するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、土地

使用権等の取得についての裁定をしなければならない。 

2 前項の裁定(以下この条から第十八条までにおいて単に「裁定」という。)においては、

次に掲げる事項を定めなければならない。 

 四 土地使用権等を取得することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失の補

償金の額及びその支払の時期 

4 都道府県知事は、裁定をしようとするときは、第二項第四号に掲げる事項(同号の補償

金の額に係るものに限る。)について、あらかじめ、収用委員会の意見を聴かなければ

ならない。 

5 収用委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その

委員又はその事務を整理する職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定

所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させる

ことができる。 

6 前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

7 第五項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては

ならない。 

第十九条 

3 都道府県知事は、前項において準用する第十二条第一項又は第二項の規定により第一

項の規定による裁定の申請を却下する場合を除き、同項の規定による裁定の申請をした

使用権者が有する土地等使用権の存続期間を延長することが当該申請に係る事業を実

施するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、土地等使用

権の存続期間の延長についての裁定をしなければならない。 

4 第十三条(第一項を除く。)から前条までの規定は、前項の裁定について準用する。(後

段略) 

 備考 

  不要の部分は消すこと。 
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別
記
様
式
第
八
（
第
三
十
二
条
関
係
）

別記様式第八（第三十二条関係）（平31国交令35・追加） 表 第号 身分証明書 住所 職名及び氏名 上記の者は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第25条第2項の規定により、都道府県知事の命令 委任 に基づいて、使用権設定土地の原状回復を行うことができる者であることを証する。 年月日 都道府県知事印 裏 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（抜粋） 第二十五条都道府県知事は、前条の規定に違反した者に対し、相当の期限を定めて、使用権設定土地を原状に回復することを命ずることができる。 2都道府県知事は、前項の規定により使用権設定土地の原状回復を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復を命ずべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該原状回復を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復を行わないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復を行うべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 3前項の規定により使用権設定土地の原状回復を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 備考 不要の部分は消すこと。  

別
記
様
式
第
九
（
第
三
十
三
条
関
係
）

別記様式第九（第三十三条関係）（平31国交令35・追加） 表 第号 身分証明書 住所 職名及び氏名 上記の者は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第26条第1項の規定により立入検査をすることができる者であることを証する。 年月日 都道府県知事印 裏 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（抜粋） 第十三条 6前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 7第五項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第二十六条都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、使用権者（裁定申請をしている事業者でまだ土地使用権等を取得していないもの及び使用権者であった者を含む。以下この項において同じ。）に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、使用権者の事務所、使用権設定土地その他の場所に立ち入り、その事業の状況若しくは事業に係る施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。  
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別
記
様
式
第
十
（
第
三
十
四
条
関
係
）

別記様式第十（第三十四条関係）（平31国交令35・追加、令2国交令98・一部改正） 裁定申請書 年月日 都道府県知事殿 住所 氏名又は名称 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条第1項 第37条第1項 の規定により、下記のとおり特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定を申請します。 記 1．事業の種類 2．特定所有者不明土地の所在、地番、地目及び地積 3．特定所有者不明土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情 4．特定所有者不明土地に関する所有権その他の権利を取得し、又は消滅させる時期 5．特定所有者不明土地及び当該土地にある物件の引渡し又は当該物件の移転の期限 6．特定所有者不明土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間 7．事業の認定の告示の年月日 8．収用又は使用の手続を保留していた場合においては、手続開始の告示の年月日 備考 不要の部分は消すこと。  

別
記
様
式
第
十
一
（
第
四
十
七
条
関
係
）

別記様式第十一(第四十七条関係) 

表 

第   号 

身 分 証 明 書 

 

住 所             

職名及び氏名             

 上記の者は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 

第 32 条 第 5 項 

第37条第4項において準用する第32条第5項 
の規定により、裁定申請に係る特定所有者不 

明土地及び当該特定所有者不明土地にある工作物への立入調査をすることができる者で

あることを証する。 

 

   年  月  日 

収用委員会        印  

裏 

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(抜粋) 

第十三条 

6 前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

7 第五項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては

ならない。 

第三十二条 都道府県知事は、第二十九条第一項又は第二項の規定により裁定申請を却下

するとき及び裁定申請が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした起

業者が当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、特定所有者不明土

地の収用又は使用についての裁定をしなければならない。 

2 前項の裁定(以下この款において単に「裁定」という。)においては、次に掲げる事項

を定めなければならない。 

 五 特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者

等が受ける損失の補償金の額 

4 都道府県知事は、裁定をしようとするときは、第二項第五号に掲げる事項について、

あらかじめ、収用委員会の意見を聴かなければならない。 

5 収用委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その

委員又はその事務を整理する職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定

所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させる

ことができる。 

6 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。 

第三十七条 

3 都道府県知事は、前項において準用する第二十九条第一項又は第二項の規定により第

一項の規定による裁定の申請(以下この項において「裁定申請」という。)を却下すると

き及び裁定申請が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした施行者が

当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、特定所有者不明土地の収

用又は使用についての裁定をしなければならない。 

4 第三十二条(第一項を除く。)から前条までの規定は、前項の裁定について準用する。

(後段略) 

 備考 

  不要の部分は消すこと。 
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別
記
様
式
第
十
二
（
第
五
十
一
条
関
係
）

別記様式第十二(第五十一条関係) 

表 

第   号 

身 分 証 明 書 

 

住 所             

職名及び氏名             

 

 上記の者は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 
第 36 

第37条第4項にお 

条 第 1 項 

いて準用する第36条第1項 
の規定により、裁定申請に係る特定所有者不明土地及び当該 

特定所有者不明土地にある工作物への立入調査をすることができる者であることを証す

る。 

 

   年  月  日 

都道府県知事        印  

裏 

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(抜粋) 

第十三条 

6 前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

7 第五項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては

ならない。 

第三十六条 都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、その職員に、

裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等

その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。 

2 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。 

第三十七条 

3 都道府県知事は、前項において準用する第二十九条第一項又は第二項の規定により第

一項の規定による裁定の申請(以下この項において「裁定申請」という。)を却下すると

き及び裁定申請が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした施行者が

当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、特定所有者不明土地の収

用又は使用についての裁定をしなければならない。 

4 第三十二条(第一項を除く。)から前条までの規定は、前項の裁定について準用する。

(後段略) 

 備考 

  不要の部分は消すこと。 

別
記
様
式
第
十
三
（
第
五
十
三
条
関
係
）
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